
船舶事故調査報告書 

平成２８年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年４月２２日 ０９時５８分ごろ 

発生場所 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 

 那覇港那覇防波堤北灯台から真方位２２６°１.５海里付近 

 （概位 北緯２６°１２.４′ 東経１２７°３７.３′） 

事故の概要  警戒船清
せい

港
こう

丸Ⅱは、東進中、浅瀬に乗り揚げた。 

 清港丸Ⅱは、舵の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年４月２４日、調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

警戒船 清港丸Ⅱ、１１トン 

 ２９６－２５３０３沖縄、那覇港管理組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷、舵及び推進器翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風速 約４.６m/s、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮高 １８６cm（那覇） 

 事故の経過  船長は、東進中、那覇空港西方の礁域を見ていれば乗り揚げること

はないものと思って航行していたところ、船底に衝撃を感じた。 

 海図Ｗ２２２Ａ（沖縄島南部）によれば、那覇空港西方沖に中浅

瀬、下浅瀬などの浅瀬がある。 

船長は、航行予定海域の水路状況の調査を行っていなかった。 

本船は、海図及びＧＰＳプロッターを備えていなかった。 

本船の喫水は、船首及び船尾共に約１.１ｍであった。 

分析  本船は、船長が、那覇空港西方沖の礁域を見ていれば乗り揚げるこ

とはないものと思って航行を続けたことから、同空港西方沖の浅瀬に

気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が、那覇空港西方沖の礁域を見ていれば乗り揚げる

ことはないものと思って航行を続けたため、同空港西方沖の浅瀬に気

付かずに航行し、本船が同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出発前に航行予定海域の水路調査を行うこと。 

 


